
規

則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
三
号
中｢

、
行
政
組
織
規
則
第
九
条
第
二
項｣

を｢

又
は
行
政
組
織
規
則
第
九
条
第
二
項｣

に
改
め
、｢

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
与
旅
費
室｣

を
削
り
、
同
条
第
七
号
中｢

及
び
行
政
組

織
規
則｣

を｢

、
行
政
組
織
規
則｣

に
改
め
、｢

職｣

の
下
に｢

及
び
行
政
組
織
規
則
第
二
十
二
条
の

三
に
規
定
す
る
安
全
管
理
監｣

を
加
え
、
同
条
第
九
号
中｢

課
の
長｣

の
下
に｢

、
行
政
組
織
規
則
第

二
十
三
条
に
規
定
す
る
企
業
誘
致
担
当
課
長
及
び
行
政
組
織
規
則
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
空
港

利
活
用
担
当
課
長｣

を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
ウ
中｢

総
合
安
全
管
理
担
当
理
事｣

を｢

安
全
管
理
監｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
第
一
項
第
一
号
中｢

配
達
記
録｣

を｢

特
定
記
録｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
の
項
中｢

福
島
県
県
南
保
健
福
祉
事
務
所
棚
倉
支
所(

南
保
福
棚)

福
島

県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所(

会
保
福)

福
島
県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
会
津
坂
下
支
所(

会
保
福
坂)｣

を｢

福
島
県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所(

会
保
福)

｣

に
、｢

福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務
所(

相
保
福)

福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務
所
浪
江
支
所

(

相
保
福
浪)

｣

を

｢

福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務
所

(

相
保
福)

｣

に
、｢

福
島
県
県
南
保
健
所
棚
倉
支
所(

南
保
棚)

福
島
県
会
津
保
健
所(

会
保)

福
島
県
会
津
保
健
所
会
津
坂
下
支
所

(

会
保
坂)

｣

を

｢

福
島
県
会
津
保
健
所

(

会
保)

｣

に
、

｢

福
島
県
相
双
保
健
所(

相
保)

福
島
県
相
双
保
健
所
浪
江
支
所(

相
保
浪)

｣

を｢

福
島
県
相
双

保
健
所(

相
保)

｣

に
、｢

福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー(

障
総)

福
島
県
喜
多
方
し
の

の
め
荘(

し
の
の
め)

｣

を｢

福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー(

障
総)

｣

に
改
め
、
同
表
商

工
労
働
部
の
項
中｢

福
島
県
立
郡
山
高
等
技
術
専
門
校(

郡
技
専)

｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ

ミ
ー
郡
山

(

テ
ク
ノ
郡)

｣

に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中

｢

福
島
県
富
岡
用
水
改
良
事
務
所

(

富
用)

福
島
県
田
村
ほ
場
整
備
事
業
所(

村
ほ)

｣

を｢

福
島
県
富
岡
用
水
改
良
事
務
所(

富
用)｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
五
号
中｢配

達
記
録
｣

を｢特
定
記
録
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七

条
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
福
島
県
統
計
調
査
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島

県
条
例
第
九
十
三
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

(

県
基
幹
統
計
調
査)

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

福
島
県
鉱
工
業
指
数
調
査

二

労
働
条
件
等
実
態
調
査

三

商
品
流
通
調
査

(

県
基
幹
統
計
調
査
の
告
示)

第
三
条

知
事
は
、
新
た
に
県
基
幹
統
計
調
査(

福
島
県
現
住
人
口
調
査
を
除
く
。
第
六
条
に
お
い
て

同
じ
。)

と
し
て
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

二

調
査
の
対
象
の
範
囲

三

報
告
を
求
め
る
事
項

四

報
告
を
求
め
る
者

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

平成21年３月27日 金曜日 福 島 県 報 号外第24号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

一

訓

令

○
福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

二

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

三



訓

令

六

調
査
の
周
期
及
び
実
施
期
間

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
に
規
定
す
る
調
査
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

(
立
入
検
査
の
証
明
書)

第
四
条

条
例
第
六
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者)

第
五
条

条
例
第
九
条
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
の
機
関

二

他
の
地
方
公
共
団
体

三

独
立
行
政
法
人(
独
立
行
政
法
人
通
則
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号)

第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。)

四

地
方
独
立
行
政
法
人(
地
方
独
立
行
政
法
人
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。)

五

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に

お
い
て
、
知
事
と
共
同
し
て
教
育
又
は
学
術
研
究
に
関
す
る
統
計
の
作
成
を
行
う
者
又
は
知
事
か

ら
委
託
を
受
け
て
教
育
又
は
学
術
研
究
に
関
す
る
統
計
の
作
成
を
行
う
者

(

委
任)

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
基
幹
統
計
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知

事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
(第
四
条
関
係
)

(表
面
)

第
号

(裏
面
)

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
A列
７
番
と
す
る
｡

(

統
計
分
析
課)

福
島
県
訓
令
第
十
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
印
規
程(
昭
和
三
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中｢

福
島
県
局
長
印

15
の
４

同

同｣

を｢

福
島
県
局
長

福
島
県
安
全

平成21年３月27日 金曜日 福 島 県 報 号外第24号 2

第
号福島
県
統
計
調
査
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
証

県
基
幹
統
計
調
査
の
名
称

職
名
及
び
氏
名

生
年
月
日

年
月

日

上
記
の
者
は
､
福
島
県
統
計
調
査
条
例
第
６
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
｡

有
効
期
限

年
月

日

年
月

日

福
島
県
知
事

氏
名

印□

写
真

縦
4.0㎝

横
3.0㎝

有
効
期
限

年
月

日

年
月

日

福
島
県
知
事

氏
名

印□

福
島
県
統
計
調
査
条
例
(昭
和
26年
福
島
県
条
例
第
93号
)
(抄
)

第
６
条
知
事
は
､
県
基
幹
統
計
調
査
の
正
確
な
報
告
を
求
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
､
当
該
県
基
幹
統
計
調
査
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
者
に
対
し
､
そ
の
報
告
に
関
し
資

料
の
提
出
を
求
め
､
又
は
当
該
職
員
に
､
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
､
帳
簿
､
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
､
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
当
該
職
員
は
､
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
､
関
係
者
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
､
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
､
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
｡

第
13条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
､
３
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す

る
｡

�
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
を
せ
ず
､
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出

し
､
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
､
妨
げ
､
若
し
く
は
忌
避
し
､
若
し
く
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者



111の２

領
学 生 証 明 用

福島県立テクノ
アカデミー郡山
職業能力開発校
短期大学長印

年 月 日

収

112の２
学 生 証 明 用

福島県立テク
ノアカデミー
郡山職業能力
開 発 校 長 印

印

15
の
４

同

同

に
改
め
、
同
条

管
理
監
印

15
の
４

同

知
事
直
轄
総
合
安
全
管
理
室
総
合
安
全
管
理
課
長｣

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
公
印)

第
二
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
公
印
の
種
類
、
名
称
、

番
号
及
び
寸
法
並
び
に
公
印
管
理
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庁
印

寸

法

公
印
の
名
称

番
号

単
位
ミ
リ

公
印
管
理
者

メ
ー
ト
ル

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

101

方
二
三

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
校

郡
山
印

長

二

職
印

寸

法

公
印
の
名
称

番
号

単
位
ミ
リ

公
印
管
理
者

メ
ー
ト
ル

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

110

方
二
一

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
校

郡
山
校
長
印

長

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

郡
山
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学

111

同

同

校
長
印

同(

学
生
証
明
用)

111
の
２

方
一
八

同

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

112

方
二
一

同

郡
山
職
業
能
力
開
発
校
長
印

同(

学
生
証
明
用)

112
の
２

方
一
八

同

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福
島

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
の

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

113

径
二
四

福
島
県
現
金
出
納
員

用)

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
関
又
は
職
の
新
設
又
は
廃
止
の
場
合
に
お
け
る
当
該
機
関
又
は

職
の
新
設
前
の
期
間
及
び
当
該
機
関
又
は
職
の
廃
止
後
の
期
間
に
係
る
公
印
管
理
者
は
、
文
書
法
務

課
長
が
別
に
指
定
す
る
。

３

第
一
項
に
掲
げ
る
公
印
の
ひ
な
形
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
し
、
字
体
は
、
古
印
体
を
用
い
て

浮
彫
り
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
中｢

前
条｣

を｢

前
二
条｣

に
、｢

別
表
第
二｣

を｢

別
表
第
三｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中｢

直
轄
理
事｣

の
下
に｢

、
安
全
管
理
監｣

を
加
え
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
二
中｢

資
金
前
渡
官
吏
福
島
県
出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事
印｣

を｢

資
金
前
渡
官
吏

福
島
県
出
納
局
出
納
総
務
課
長
印｣

に
、｢

農
林
水
産
部
農
林
総
務
領
域
農
地
利
用
調
整
グ
ル
ー
プ
参

事｣

を｢

農
林
水
産
部
農
林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第

一
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二(

ひ
な
形)

(

第
二
条
の
二
関
係)

備
考

113
の
公
印
の
ひ
な
形
中｢

年
月

日
｣

と
あ
る
部
分
に
は
、
日
付
を
表
す
数
字
を
差
し
込

む
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
中｢

資
金
前
渡
官

吏
福
島
県
出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事
印｣

を｢

資
金
前
渡
官
吏
福
島
県
出
納
局
出
納
総
務
課
長

印｣
に
改
め
る
部
分
及
び｢

農
林
水
産
部
農
林
総
務
領
域
農
地
利
用
調
整
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

農
林

水
産
部
農
林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
長｣

に
改
め
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
十
八
号

本

庁

機

関
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(
)

(
)

福 島 県

局 長 印

15の４

福 島 県

局 長 印

15の４

福 島 県
安 全 管
理 監 印

15の５

福島県立テク
ノアカデミー
郡 山 之 印

101

福島県立テク
ノアカデミー
郡山校長印

110

福島県立テクノ
アカデミー郡山
職業能力開発
短期大学校長印

111

福島県立テク
ノアカデミー
郡山職業能力
開 発 校 長 印

112

113
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出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
中｢

総
合
安
全
管
理
担
当
理
事｣

を｢

安
全
管
理
監｣

に
改
め
、
同
表
備
考
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

四
か
ら
六
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
発
す
る
場
合
に
お
い
て
、
総
合
安
全
管
理
室
長
、
知
事
公

室
長
、
企
画
推
進
室
長
、
政
策
監
、
部
次
長(

福
島
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
五
年
福
島
県

規
則
第
二
十
四
号)

第
二
十
二
条
の
表
総
務
部
に
属
す
る
人
事
総
室
の
項
か
ら
土
木
部
に
属
す

る
建
築
総
室
の
項
ま
で
の
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
局
次
長
名
で
発

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発
信
者
名
を
総
合
安
全
管
理
室
長
、
知
事
公
室

長
、
企
画
推
進
室
長
、
政
策
監
、
部
次
長
又
は
局
次
長
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

七
か
ら
十
一
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
発
す
る
場
合
に
お
い
て
、
企
業
誘
致
担
当
課
長
又
は
空

港
利
活
用
担
当
課
長
名
で
発
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発
信
者
名
を
企
業

誘
致
担
当
課
長
又
は
空
港
利
活
用
担
当
課
長
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)
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